
条

例 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

（
埼
玉
県
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
監
査
委
員
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三

項
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
」
を
「
第
二
百
四

十
三
条
の
二
の
九
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

一 

埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）

第
十
一
条 

 

二 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
四

十
二
号
）
第
七
条 

 

三 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七

十
号
）
第
七
条 

 

（
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の

免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
」
に
改
め
る
。 

 

（
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一

項
」
に
、
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第

687da64b14cf330e033dafdbf105182f



百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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